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市立川崎病院のブレーカーの焼損による一部機器の停止に伴う 
救急の受入れ制限について 

（５月３０日午後５時３０分現在 第１報） 
 
本日、市立川崎病院１階の委託職員が製作作業を行う工作室付近にあるブレーカ

ーが焼損し、接続されている機器の一部に電気が供給できなくなったため、現在、救

急の受入れを制限しています。 
この焼損に伴い停止している機器について、現在復旧に向けた検証作業を行って

います。（負傷者等は発生しておりません） 
 

 
１ 発生日時 
  令和５年５月３０日（火）午後２時頃 
 
２ 発生場所 
  市立川崎病院（川崎市川崎区新川通１２－１）１階工作室付近ブレーカー 
 
３ 停止した機器及び影響 
  当該ブレーカーに接続しているＣＴ等の検査機器については、稼働ができない

ため、現在、救急の受入れを制限しています。 
    
４ 対応 

川崎消防署により原因を調査中です。復旧の目途は立っていません。調査結果を

踏まえ、当該ブレーカーの修繕をはじめ、速やかな復旧に向け必要な対応を実施

します。 
 
 
 
 

 

【問合せ先】 
川崎市病院局市立川崎病院事務局庶務課 伊藤 
電話：０４４－２３３－５５２１（代表） 


